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●お問合せ先　〒044-0051 北海道虻田郡倶知安町北1条西2丁目8  有限会社 佐藤造花生花店　TEL.0136-22-0531 まで

自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます
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※電話による 24時間搬送受付は可。　※19:00 以前の搬送受付で、19:00 搬送時間の超過は可。
※19:00 以降の搬送受付は、翌日 7:00以降 開始。受付順に搬送。
※19:00 以前の搬送受付、19:00 以降の搬送は、翌日 7:00 開始。受付順に搬送。
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　7:00以降より開始
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変更後

7:00以降開始
到着時刻を確認
運行開始！

変更後

19:00終了
19:00受付 以前 は、当日 搬送
19:00受付 以後 は、翌日 搬送
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※19:00を含まない

※19:00以前の搬送受付、19:00以降の搬送は、翌日7:00開始。
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搬送時間枠が
になります!
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拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てに
あずかり、厚くお礼申し上げます。
　さて弊社ではこれまで、ご遺体搬送の搬送時間に関して、創業以来 24 時間受付・
24 時間搬送をしてまいりましたが、厚生労働省の働き方改革による労働時間の上限設
定がもうけられ、北海道トラック協会傘下、霊柩自動車協会 会員として弊社はこれに
準じ、搬送時間枠を設ける運びとなりました。

つきましては、令和 6 年 4 月 1 日より
24 時間受付、午前 7:00 以降 搬送開始、午後 7:00 終了の搬送時間枠となります。
（資２参照）

　当面何かとご不便をおかけすることと存じますが、何かとご高承のうえ、今後とも
よろしくご協力下さいますようお願い申し上げます。

令和６年１月２０日

有限会社 佐藤造花生花店
代表取締役  佐  藤  光  行

お客様関係者各位

搬送時間枠 変更のお知らせ

●お問合せ先　〒044-0051 北海道虻田郡倶知安町北1条西2丁目8
　有限会社 佐藤造花生花店　TEL.0136-22-0531 まで

※搬送の予約ではありません。

搬送時間枠変更に関する、お問合せフォームはコチラから

e-mail : satou_z_s@yahoo.co.jp




